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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 106号

提  出  課 収納課

上越市督促手数料及び延滞金徴収条例等の一部改正について

1 改正理由

租税特別措置法の一部改正を受け、それぞれの条例で規定する延滞金及び還付加算

金の特例で用いる割合について、同法の改正に合わせて取扱いを改めるほか、所要の

改正を行 うもの

改正内容

(1)第 1条の規定による上越市督促手数料及び延滞金徴収条例、第 3条の規定による

上越市営住宅条例、第 4条 の規定による上越市介護保険条例及び第 5条の規定によ

る上越市後期高齢者医療に関する条例の改正内容

延滞金の割合の特例について、文言を整備する。 (第 1条 の規定中附則第 2項、

第 3条の規定中附則第 9項、第 4条 の規定中附則第 9条及び第 5条の規定中附則第

3条関係 )

(2)第 2条の規定による上越市公共下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例の改

正内容

ア 延滞金の割合の特例について、文言を整備する。 (附則第 2項関係 )

イ 還付加算金の割合の特例について、各年の還付加算金特例基準割合 (平均貸付

割合に年 0。 5パーセン トの割合を加算 した割合)が年 7.25パ ーセン トの割

合に満たない場合は、その年中においては、その還付加算金特例基準割合とする。

(附則第 3項関係 )

2

3 施行期 日

令和 3年 1月 1日

4 上越市督促手数料及び延滞金徴収条例等改正案新旧対照表

(1)第 1条の規定による上越市督促手数料及び延滞金徴収条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

2

附 則

(延滞金の割合の特例 )

当分の間、第 3条第 1項 に規定す る延滞

金 の年 14.6パ ーセ ン トの割合及び年

7.3パ ーセン トの割合は、同項の規定に

かかわ らず 、各年の延滞金特例基準割合

(平 均貸付割合 (租 税特別措置法 (昭 和

32年法律第 26号 )第 93条第 2項 に規

定す る平均貸付割合をい う。)に 年 1パー

セ ン トの割合を加算 した割合をい う。以下

この項において同 じ。)が年 7.3パ ーセ

附 則

(延 滞金の割合の特例 )

2 当分の間、第 3条第 1項に規定する延滞

金 の年 14.6パ ーセ ン トの割合及び年

7.3パ ーセン トの割合は、同項の規定に

かかわ らず、各年の特例基準割合 (当 該年

の前 年 に   租 税 特 別 措 置 法 (昭 和

32年法律第 26号 )第 98条第 2頂 の規

定により告示 された割合   に年 1パー

セン トの割合を加算 した割合をい う。以下

同 じ。)が年 7.3パ ーセ
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ン トの割 合 に満 た ない 場合 には 、そ の年

中にお いては、年 14,6パ ーセ ン トの割

合 にあ つてイまそ の年 に お

ける延滞金特例基準割合に年 7.3パ ーセ

ン トの割合を加算 した割合 とし、年 7.3
パーセ ン トの割合にあつては当該延滞金特

例基準割合に年 1パ ーセン トの割合を加算

した割合 (当 該加算 した割合が年 7.3パ
ー セ ン トの割合 を超 え る場合 には 、年

7.3パ ーセン トの割合)と する。

ン トの割合 に満 たない場合 には、その年

(以 下 「特例基準割 滴 用 年 十 とい うハ )

割 合 に 1パ ーセ ン トの割合を加算

中においては、年 14.6パ ーセ ン トの割

合 にあつては当該特例基準割合適用年にお

け る特例 基 準割合 に   年 7.8パ ーセ

ン トの割合を加算 した割合 とし、年 7.3
パーセ ン トの割合にあつては当該特例基準

した割合 (当 該加算 した割合が年 7.3パ
ー セ ン トの割 合 を超 え る場 合 には、年

7.3パ ーセン トの割合)と する。

121 第 2条の規定による上越市公共下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例の一

部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

2

附 則

(延滞金の割合の特例 )

当分の間、第 11条第 1項 に規定す る延

滞金の年 14.5パ ーセン トの割合及び年

7.25パ ーセン トの割合は、同項の規定

にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合

(平均貸付割合 (租 税特別措置法 (昭 和

32年法律第 26号 )第 98条第 2項 に規

定す る平均貸付害‖合 花 い うハ )に

セ ン トの割合を加算 した割合をい う。以下

この項において同 じ。)が年 7.25パ ー

セン トの割合に満たない場合には、その年

年 1パー

中においては、年 14.5パ ーセ ン トの割

パーセ ン トの

合 にあってはその年 に お

ける延滞金特例基準割合に年 7.25パ ー

セ ン トの割 合 を加 算 した割 合 と し、年

7.25パ ーセン トの割合にあつては当該

延滞金特例基準割合に年 1パーセン トの割

合を加算 した割合 (当 該加算 した割合が年

7.25パ ーセン トの割合を超える場合に

は、年 7.25パ ーセ ン トの割合)と す

る。

(還付加算金の割合の特例 )

当分の間、各年の還付加算金特例基準割

合 (平 均 イ寸害1合 に年 0.5
3

割 合 を 加 算 した 合 狩 い う ) が 年

7.25パ ーセ ン トの割合 に満たない場合

附 則

(延滞金の割合の特例 )

2 当分の間、第 11条第 1項に規定する延

滞金の年 14.5パ ーセ ン トの割合及び年

7.25パ ーセン トの割合は、同項の規定

にかかわ らず、各年の特例基準割合 (当 該

年の前年 に   租税特別措置法 (昭 和

32年法律第 26号 )第 93条 第 2項の規

定により告示 された割合   に年 1パー

セン トの割合を加算 した割合をい う。以下

同 じc )が年 7.25ノ く―

セン トの割合に満たない場合には、その年

(以 下 「特例 基 準割 →商用年 1 と し

中においては、年 14.5パ ーセ ン トの割

合にあつては当該特例基準割合適用年にお

ける特例基準割合に   年 7.25パ ー

セ ン トの割 合 を加 算 した割 合 と し、年

7.25パ ーセン トの割合にあつては当該

特例基準割合 に 1パーセ ン トの割

合 を加算 した割合 (当 該加算 した割合が年

7.25パ ーセ ン トの割合 を超 える場合 に

は 、年 7.25パ ー セ ン トの割 合 )と す

る。

(還付加算金の割合 の特例 )

3 当分の間、各年の特例基準割合 が

年

うヽ^ )

7.25パ ーセ ン トの割合 に満 たない場合
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には、第 12条第 2頂 に規定する還付加算

箇 小 |ルいて 「金 (以 下 こ の 〕百に お 灘 付

い う。)の 計算の基礎 となる期間であつて

その年に含 まれ る期間に姑応する還付加算

金 についての同項の規定の適用について

は、同項 中 「年 7.25パ ーセ ン トの割

合」 とあるのは、 「附則第 3項に規定す る

還付加算金特例基準割合」 とする。

には、第 12条第 2項 に規定する還付加算

金

の計算の基礎 となる期間であつて

その年に含まれ る期間に対応する還付加算

金 についての同項の規定の適用 について

は、同項 中 「年 7.25パ ーセ ン トの割

合」 とあるのは、 「附則第 2項に規定す る

特例基準割合 |     とする。

改  正  案 改  正  前

附 則

(延滞金の割合の特例 )

当分の間、第 20条第 2項 に規定す る延

滞金の年 14.6パ ーセ ン トの割合及び年

7.3パ ーセン トの割合は、同項の規定に

かかわ らず 、各年の延滞金特例基準割合

(平 均貸 付 割 合 ( 租税特別措置法 (昭 和

32年法律第 26号 )第 98条第 2項 に規

定す る平均貸付割合をい う。)に年 1パ ー

セ ン トの割合を加算 した割合をい う。以下

この項において同 じ。)が年 7.3パ ーセ

ン トの割合 に満 たない場合 には、その年

中においては、年 14.6パ ーセン トの割

合 にあつてはそ の 年 に お

ける延滞金特例基準割合に年 7.3パ ーセ

ン トの割合 を加算 した割合 とし、年 7.3
パーセン トの割合にあつては当該延滞金特

例基準割合に年 1パーセン トの割合を加算

した割合 (当 該加算 した割合が年 7,3パ
ー セ ン トの割 合 を超 え る場合 には 、年

7.3パ ーセン トの割合)と する。

9

附 則

(延 滞金の割合の特例 )

当分の間、第 20条第 2項に規定する延

滞金の年 14.6パ ーセン トの割合及び年

7.3パ ーセン トの割合は、同項の規定に

かかわらず、各年の特例基準割合 (当 該年

の前年に     租税特別措置法 (昭和

32年法律第 26号 )第 93条第 2項の規

定によ り告示 された割合 に年 1パー

セン トの割合を加算 した割合をい う。以下

同じ。)が 年 7.3パ ーセ

ン トの割合 に満たない場合 には、その年

(以 下 「特例 共 逢害1 1商 用 年 1ル

9

うヽ^ )V

中においては、年 14.6パ ーセ ン トの割

合にあつては当該特例基準割合適用年にお

ける特例基準割合に   年 7.3パ ーセ

ン トの割合を加算 した割合 とし、年 7.3
パーセン トの割合にあつては当該特例基準

害1巧含に 年 1パーセ ン トの割合を加算

した割合 (当 該加算 した害1合 が年 7.3パ
ーセ ン トの割 合 を超 え る場合 に は 、年

7.3パ ーセン トの割合)と する。

□ 第 3条の規定による上越市営住宅条例の一部改正

(4)第 4条 の規定による上越市介護保険条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )

改  正  案 改  正  前

附 則

(延 滞金の割合の特例 )

第 9条  当分 の問、第 15条第 1項 に規定す

る延滞金 の年 14 6パ ーセ ン トの割合及

附 則

(延 滞金の割合の特例 )

第 9条  当分の間、第 15条 第 1項 に規定す

る延滞金の年 14.6パ ーセ ン トの割合及
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び年 7.8パ ーセン トの割合は、同項の規

定にかかわ らず、各年の延滞金特例基準割

合 (平均貸付割合 (租税特別措置法第 98

条 第 2項 に 規 定 す る平 管 付 害1合 を い

う。 )に 年 1パーセン トの割合 を加算 した

割合 をい う。以下この条において同 じ。 )

が年 7.3パ ーセ ン トの割合に満たない場

合には、その年

中においては、年 14.6
パーセン トの割合にあつてはその年

における延滞金特例基準割合に

年 7.3パ ーセン トの割合を加算 した割合

とし、年 7.3パ ーセン トの割合にあつて

は当該延滞金特例基準割合に年 1パーセ ン

トの割合を加算 した割合 (当 該加算 した割

合が年 7.3パ ーセン トの割合を超える場

合 には、年 7.3パ ーセン トの割合)と す

る。

び年 7,3パ ーセ ン トの割合 は、同項の規

定 にかかわ らず、各年 の特例基準割合 (当

該年 の前年 に   租税特別措置法第 93

条第 2項の規定により告示 された割合

に年 1パーセン トの割合を加算 した

割合をい う。以下 同 じ。 )

が年 7.3パ ーセン トの割合に満たない場

合 イこ1ま 、その年 (以 下 「特例基準割合適用

年」 とい う。)中 においては、年 14.6
パーセン トの割合にあつては当該特例基準

割合適用年における特例基準割合 に

年 7.3パ ーセン トの割合 を加算 した割合

とし、年 7.3パ ーセン トの割合にあつて

は当該特例基準割合に   年 1パーセ ン

トの割合を加算 した割合 (当 該加算 した割

合が年 7.3パ ーセ ン トの割合を超える場

合には、年 7.3パ ーセン トの割合)と す

る。

改  正  案 改  正  前

附 則

(延滞金の割合の特例 )

第 3条  当分の間、第 6条 第 1項 に規定す る

延滞金の年 14.6パ ーセン トの割合及び

年 7.3パ ーセン トの割合は、同項の規定

にかかわ らず、各年の延滞金特例基準割合

(平 均貸 付 割 合 ( 租税特別措置法 (昭 和

32年法律第 26号 )第 93条第 2項 に規

定す る平均貸付割 合 ノ〆ぃ ぅハ )に

セ ン トの割合を加算 した割合 をい う。以下

この条にお い て

ン トの割合 に満 たない場合 には、その年

年 1パー

同 じ。 )が 年 7.3パ ーセ

(

中においては、年 14 6パ ーセ ン トの害1

合にあつてはそ の年 に お

け る延滞金特例基準割合に年 7.3パ ーセ

ン トの割合 を加算 した割合 とし、年 7.3
パーセ ン トの割合 にあつては当該延滞金特

例基 準割合 に年 1パーセ ン トの割合 を加算

した割合 (当 該加 算 した割合が年 7.3パ
ー セ ン トの 割 合 を超 え る場 合 に は 、 年

7.3パ ーセ ン トの割合)と す る。

附 則

(延滞金の割合の特例 )

第 3条  当分の間、第 6条第 1頂 に規定す る

延滞金の年 14.6パ ーセ ン トの害1合及び

年 7.3パ ーセン トの割合は、同項の規定

にかかわらず、各年の特例基準割合 (当 該

年の前年に    租税特別措置法 (昭 和

32年法律第 26号 )第 98条第 2項の規

定により告示 された割合   に年 1パー

セン トの割合を加算 した割合をい う。以下

同 じ。)が 年 7.3パ ーセ

ン トの割合 に満 たない場合 には、その年

(以 下 「特例 基 準割 キ商用 年 十 ル

中においては、年 14.6パ ーセン トの割

合にあっては当口/ス■特例基準割合適用年にお

ける特例基準割合に   年 7 3パ ーセ

ン トの割合を加算 した割合 とし、年 7.3
パーセン トの割合にあつては当該特例基準

割合に   年 1パーセ ン トの割合を加算

した割合 (当 該加算 した割合が年 7 3パ
ー セ ン トの 割 合 を超 え る場 合 に は 、 年

7.3パ ーセ ン トの割合)と す る。

うヽ^ )▼

団 第 5条の規定による上越市後期高齢者医療に関する条例の一部改正

(下線部分が改正箇所 )
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所 管 委 員 会 総務常任委員会

関 係 案 件 議案第 99号

提  出  課 財政課

歳入科 日 (P16～ P17) 12款 1項 1日 地方交付税

歳入科 目 (P22～ P23) 23款 1項 1目 総務債

単位 :千円

【補正内容】

普通交付税     249,705(① 一②―③)

基準財政需要額が当初見込みに比べて増加したことに伴い、交付税額が増加したため補

正するもの

○増減内容

基準財政需要銀__(臨時財政対策侵振賛前光

・個別算定経費

・公債費

・包括算定経費

・地域の元気創造事業費
。人口減少等特別対策事業費

・地域社会再生事業費

・調整額

臨時雖哄対策債差仁可能銀_………………

基準財政収ム領__…………………………
・市民税 (個人)所得害1

・市民税 (法人)法人税割

・固定資産税

・地方消費税交付金
。法人事業税交付金
。その他の交付金等

__ユ411091_..rェ①
212,323

△  4,117

△  37,120

△  12,460

△  15,402

24,358

△  23,489

全_ユ皇Qll貶___fェ②

… … … … 1_ll理 ____|_1:③

△  10,431

△  24,786

249,069

△  198,752

△  3,021

2,471

臨時財政対策債    △ 120,200

臨時財政対策債発行可能額が、当初見込みに比べて減少 したため補正するもの

補 正 前 補 正 額 補 正 後

普通交付税 17,843,000 249,705 18,092,705

臨時財政対策債 3,733,600 △  120,200 3,613,400

合計 (実質的な普通交付税 ) 21,576,600 129,505 21,706,105
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提  出  課 用地管財課

歳入科 目 (P20～ P21) 18款 2項 1目 不動産売払収入

単位 :千円

補 正 前 補 正 額 補 正 後

土地、建物売払収入 81,404 58,072 139,476

【補正理由】

和田第二企業団地及び藤野新田市有地の売却に係る土地売払収入を増額するもの

【補正内容】

土地売払収入 (旧 土地開発公社分) 58
(1)和田第二企業団地  (石沢地内

072

1,588.51ポ 23,828千 円 )

ヽ

ヽ

ヽ

一メ

ど1潔

働ヨコ
'オ

ートヨーポレーションN

(韓ミヤンゲ

横田会計
事務所

硼盛倉建設

齢 瀬オーディオ

繋 ′`ンテック新録

関東日本フート・韓え

1.5881ャ r

静小山鉄五所

売却地

1,588.51浦

木之肉ンャッター

修覆所

-6-

ヽ



教育プラザ

上越地域消防局

リージヨンプラザ上越

売却地

4,295.98浦

田字

$申

N

$

くヽ

ゲストハウスシェトヤ

新潟県立上越テクノスクール

〆
〆

―

新潟県工業技術総合研究所

上越技術支援センター

(2)藤野新田市有地   (藤 野新田地内 4,295.98ポ   34,244千円)

ヽ

-7-



提  出  課 財政課

歳入科 日 (P22～ P23) 20款 2項 6目 減債基金繰入金

単位 :千円

補 正 前 補 正 額 補 正 後

減債基金繰入金 76,923 118,644 195,567

【補正理由】

第ニセクター等改革推進債の繰上償還の財源として増額するもの

【補正内容】

減債基金繰入金 118,644

<参考>
○減債基金の令和 2年度末残高見込み

※端数処理のため、表中の計が一致 しない場合がある。

右記以外の

市債償還分

第ニセクター等改革推進債

繰上償還分 減債基金

残  高

積立金 繰入金 残  高

令和元年度末

(残高)

28,215

④

104,924

◎

133,139

(①十◎)

令和 2年度

現計予算額

(積立金)

3

③

82,571 76,923 60,572

◎

88,790

(④ +③+◎ )

9月 補正額 58,072 118,644

令和 2年度末

(残高)

28,217

①

90,643 195,567 0

①

28,217

(③ +① )

-8-



歳出科 目 (P24～ P25) 2款 1項 6目 財産管理費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

減債基金積立金 32,574 58,072 90,646

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

財産収入 58,072 積立金 58,072

【補正理由】

土地開発公社から代物弁済により取得した和田第二企業団地及び藤野新田市有地の売払

収入があつたことから、減債基金への積立金を増額するもの

【補正内容】

減債基金積立金 58,072

<参考>
○減債基金の令和 2年度末残高見込み

※端数処理のため、表中の計が一致 しない場合がある。

右記以外の

市債償還分

第ニセクター等改革推進債

繰上償還分 減債基金

残  高
積立金 繰入金 残 高

令和元年度末

(残高)

28,215

⑥

104,924

③

133,139

(⑥ +③ )

令和 2年度

現計予算額

(積立金)

3

③

32,571 76,923 60,572

◎

88,790

(⑥ +③十◎)

9月 補正額 58,072 118,644

令和 2年度末

(残高)

28,217

⑧

90,643 195,567 0

①

28,217

(③十①)
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提  出  課 用地管財課

歳出科 日 (P24～ P25) 2款 1項 6目 財産管理費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

財産管理費 86,386 1 000 87,386

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 1,000 報償費 1,000

【補正理由】

市有地の売却に当たり、購入希望者の情報を市へ提供した情報提供者への報奨金を増額

するもの

【補正内容】

項   目 補正前 補正額 補正後

報償費 市有地売払情報提供報奨金 0 1,000 1,000

・要綱に基づき、情報提供者へ市有地売払価額の 3%を支払 うもの

市有地売払価額 34,870,469円

34,870,469円 ×0.03=1,046,114円 (100万 円を上限とするため、100万 円を支出)
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歳出科 目 (P24～ P25) 2款 1項 22目 駐車場管理費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

駐車場管理費 25,806 355 26,161

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 355 補償、補填及び賠償金  355

【補正理由】

新型コロナウイルス感染症の影響により利用料金収入等が減少した施設の指定管理者に

対し、協定に基づき、7月 から9月 までの減収分を補填するもの

【補正内容】

○指定管理減収補填金

項   目
補正前

(6月 補正予算額)

補正額 補正後

補償、補填及び賠償金 733 355 1,088

738 355 1,088

○補填対象施設

施 設 名 指定管理者
補填見込額

計
4～6月 7～ 9月

上越市大手町駐車場、上

越市高田駅前立体駐輪駐

車場

上越市本町三丁目

商店街振興組合
539 549 1 088

06月 補正予算額に対する補填見込額 (4～ 6月 )の主な減少要因

・6月 の駐車場利用が回復基調となり、当初見込みよりも利用料金収入が増加 したため

○補填見込額 (7～ 9月 )算定における主な考慮事項
・新型コロナ ウイルス感染症の感染者数が再び増加 しはじめた影響を受け、会食や外

出、帰省等の自粛により、7月 及び 8月 の利用件数は減少傾向である。
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歳出科 日 (P26～ P27) 2款 1項 26日 市民プラザ費

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

市民プラザ管理運営費 82,268 2,498 84,766

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 2,498 補償、補填及び賠償金 2,498

【補正理由】

新型コロナウイルス感染症の影響により利用料金収入等が減少した施設の指定管理者に

対し、協定に基づき、7月 から9月 までの減収分を補填するもの

【補正内容】

○指定管理減収補填金

項   目
補正前

(6月 補正予算額)

補正額 補正後

補償、補填及び賠償金 7,247 2,498 9,745

7,247 2,498 9,745

○補填対象施設

施 設 名 指定管理者
補填見込額

計
4～6月 7～9月

上越市市民プラザ
株式会社上越シ

ビックサービス
5,354 4,391 9,745

06月 補正予算額に対する補填見込額 (4～ 6月 )の主な減少要因

・6月 の貸室利用が回復基調となり、当初見込みよりも利用料金収入が増加 したため

○補填見込額 (7～ 9月 )算定における主な考慮事項
・利用件数は過去 3か年平均と比べ 67%程度まで回復 してきており、8月 の予約も堅調

である。
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提  出  課 財政課

歳出科 目 (P34～ P35) 12款 1項 1目 元金

単位 :千円

事 業 名 補 正 前 補 正 額 補 正 後

地方債元金償還費 12,473,566 1,358,977 13,832,543

主 な 補 正 財 源 主 な 経 費

一般財源 1,358,977 償還金利子及び割 引料

1,358,977

【補正理由】

第ニセクター等改革推進債の繰上償還を行うもの

【補正内容】

第ニセクター等改革推進債の繰上償還に係る元金償還費 1,358,977

項  目 補正前 補正額 補正後

定時償還分 11,294,582 0 11,294,582

繰上償還分 76,923 1,358,977 1,435,900

借 換 分 1,102,061 0 1,102,061

計 12,473,566 1,358,977 13,832,543

※本繰上償還後の第ニセクター等改革推進債残高 (令和 2年度末見込み)は、約 66.6億円
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